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第４回定例会

　平成24年第４回韮崎市議会定例会は、12月６日に招集され、会期を
12月21日までの16日間と定め審議を行いました。
　今議会で審議された案件は、条例の改正や補正予算など18案件を審議
し、原案のとおり可決・承認されました。
　また、一般質問では９議員が登壇し市制について市長の考えをただしま
した。

【
条
例
制
定
（
一
部
改
正
）】

◆
韮
崎
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

◆
韮
崎
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方

法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

理
由
：
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改

革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
平
成
23
年
法
律
第
37
号
）
に
よ
る
介

護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
韮
崎
市
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

理
由
：
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

◆
韮
崎
市
職
員
の
退
職
手
当
準
備
基
金
の
設
置
、

管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

理
由
：
韮
崎
市
の
基
金
の
管
理
運
用
方
針
を
見
直
す
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
韮
崎
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

理
由
：
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
韮
崎
市
税
条
例

に
関
し
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
韮
崎
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
理
由
：
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改

革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
平
成
23
年
法
律
第
１
０
５
号
）
に
よ

る
下
水
道
法
の
改
正
に
伴
い
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
韮
崎
市
育
英
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

理
由
：
奨
学
金
の
貸
付
資
格
を
市
民
と
す
る
と
と
も
に
、

奨
学
金
の
返
還
、
返
還
猶
予
及
び
返
還
免
除
の
規

定
を
見
直
す
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
韮
崎
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

理
由
：
国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
法
の
改
正
に
伴
い
、
退

職
手
当
の
支
給
水
準
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

【
条
例
廃
止
】

◆
韮
崎
市
老
人
医
療
費
助
成
金
支
給
条
例
を
廃

止
す
る
条
例

理
由
：
山
梨
県
単
独
老
人
医
療
費
助
成
制
度
の
廃
止
に
伴

い
、
韮
崎
市
老
人
医
療
費
助
成
金
支
給
事
務
が
廃

止
さ
れ
た
た
め
、
条
例
を
廃
止
し
ま
し
た
。
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【補正予算】
　韮崎市一般会計補正予算（第３号）の専決処分に対する報告がなされ、本会議において承認されました。
　また、韮崎市一般会計補正予算（第４号）、韮崎市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、韮崎市
後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、韮崎市介護保険特別会計補正予算（第２号）、韮崎市国民健
康保険韮崎市立病院事業会計補正予算（第１号）、韮崎市水道事業会計補正予算（第１号）は、財務常任
委員会に付託され審査された後、本会議で可決されました。
　おもな内容は以下のとおりです。

　平成24年度
◆一般会計補正予算（第３号）
　（専決処分　報告案件）
　衆議院議員総選挙の執行経費   １，７２４万円

◆一般会計補正予算（第４号）
　《補正予算額》　　　 ２億１，１９２万６千円

◇主なもの（歳出）
　◦議員報酬等　　　　　　　　　△３８７万７千円
　◦庁舎管理事業及び財政調整基金積立等

６６０万１千円
　◦障害者自立支援事業　　　　 ７，３２５万６千円
　◦子ども医療費　　　　　　　　　９７８万２千円
　◦生活保護施行事業　　　　　　　３０４万５千円
　◦予防接種事業　　　　　　　 １，３４２万３千円
　◦エコライフ普及促進事業　　　　　　１４１万円
　◦農業団体育成事業の増額及び県営畑地帯総合土地
　　改良事業の減額等　　　　　　　３３７万７千円
　◦観音山公園整備のための法面保護工事及び市単独
　　道路整備事業　　　　　　　 ５，９１８万２千円
　◦消防施設整備事業及び峡北広域行政事務組合への
　　負担金の増額等　　　　　　　　７３２万６千円
　◦小学校施設管理事業及び小学校給食運営事業の増
　　額等　　　　　　　　　　　 １，０９６万４千円

　《現計予算額》　 １３２億４，７９６万５千円

◆国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
　《補正予算額》　　　　 △１，３０５万５千円

◇主なもの（歳出）
　◦療養費　　　　　　　　　　　　６７３万８千円
　◦高額医療費共同事業医療費拠出金の確定

△３，２３０万７千円

◆後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　《補正予算額》　　　　　　　  △８６９万円

◆介護保険特別会計補正予算（第２号）
　《補正予算額》　　　　 △７，４４０万７千円

◆市立病院事業会計補正予算（第１号）
　《補正予算額》　　　 １億１，４４２万３千円

◆水道事業会計（第１号）
　《補正予算額》　　　　　 １，２９６万８千円

【その他案件】
◆韮崎市公平委員会委員の選任について
　韮崎市公平委員会委員、金山宏氏の任期が平成24
年12月24日満了となるため、市長より議会の同意を
求める提案がされ、次の方を選任することに同意し
ました。

　　　横　森　岑　子　（穂坂町三ツ澤）

◆韮崎市健康ふれあいセンター及び道の駅
　にらさきの指定管理者の指定について
　韮崎市健康ふれあいセンター及び道の駅にらさき

の指定管理者の指定については、市長より議会の議
決を求める提案がされ、次の団体を指定管理者にす
ることを原案のとおり可決しました。

　◦指定管理者となる団体
　　シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
　　代表取締役　 遠　山　秀　徳

　◦指定期間
　　平成25年4月1日から平成30年3月31日まで



�

9人の議員が市政を問う

一 般 質 問

ここが聞きたいにらさきの
まちづくり

　一般質問の内容は、項目は抜粋、質問と答弁は要約したものです。
詳細な内容は、「韮崎市ホームページ⇒議会⇒会議録」で確認すること
ができます。録画中継も配信しています。

その他質問

◆韮崎駅前整備事業と
　観音山公園整備につ
　いて
◆中央道笹子トンネル
　事故を受けた我市の
　対応について

　

韮
崎
市
は
、
ヴ
ァ
ン

フ
ォ
ー
レ
（
Ｖ
Ｆ
）
甲
府
に

対
し
て
２
千
万
円
の
出
資
を

し
、
中
央
公
園
も
そ
の
練
習

場
と
し
て
位
置
付
け
て
き
た

が
、
こ
れ
ま
で
の
利
用
実
績

は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
そ

の
こ
と
に
よ
る
サ
ッ
カ
ー
の

振
興
や
観
光
・
商
業
活
動
へ

の
影
響
な
ど
、
経
済
効
果
は

ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
今
回
の
Ｖ
Ｆ
甲
府

へ
の
支
援
を
契
機
に
中
央
公

園
を
は
じ
め
他
の
ス
ポ
ー
ツ

施
設
等
の
利
用
方
法
も
、
再

検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
市

長
の
お
考
え
は
。

市
長　

本
市
は
、
こ
れ

ま
で
も
Ｖ
Ｆ
甲
府
を
支
援
す

る
た
め
、
市
内
の
グ
ラ
ウ
ン

ド
を
練
習
会
場
と
し
て
提
供

し
、
そ
の
利
用
実
績
は
、
月

平
均
２
～
４
回
で
、
年
間
30

回
程
度
、
今
後
は
、
韮
崎
中

央
公
園
芝
生
広
場
を
主
た
る

練
習
会
場
と
し
て
、
年
間

１
６
０
日
程
度
を
使
用
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
練
習
会

場
に
は
、
多
く
の
観
客
が

来
場
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
、
市
の
活
性
化
に
寄
与
す

る
も
の
と
考
ま
す
。
ま
た
、

「
サ
ッ
カ
ー
の
ま
ち
に
ら
さ

き
」
を
標
榜
す
る
本
市
は
、

「
ま
ち
づ
く
り
」
の
一
環
と

し
て
Ｖ
Ｆ
甲
府
の
拠
点
施
設

と
し
て
会
場
を
提
供
す
る
も

の
で
あ
り
、
今
後
も
変
わ
る

こ
と
な
く
、
ま
ち
づ
く
り
を

展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

「
韮
崎
市
の
宝
」
甘

利
山
の
自
然
を
守
り
、
甘
利

山
を
有
す
る
我
が
市
を
県
内

外
に
ア
ピ
ー
ル
し
観
光
振
興

や
経
済
・
商
業
振
興
に
繋
げ

て
い
く
為
に
は
諸
々
の
課
題

を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

最
近
、
日
本
鹿
が
異
常
に

増
え
、
レ
ン
ゲ
ツ
ツ
ジ
の
花

芽
や
山
野
草
を
食
べ
て
し
ま

う
兆
候
が
現
れ
て
き
て
お
り
、

検
討
の
結
果
鹿
柵
を
作
っ
て

鹿
に
よ
る
害
を
防
ぐ
当
面
の

対
策
と
し
て
甘
利
山
ク
ラ
ブ

が
鹿
柵
を
作
り
、
各
所
に
設

置
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
う
し
た
行
為
に

対
し
、
監
督
・
管
理
す
る
県

み
ど
り
自
然
課
か
ら
ク
レ
ー

ム
が
付
き
、
甘
利
山
の
自
然

を
守
り
、
鹿
の
害
を
防
ぐ
活

動
を
し
て
い
る
同
ク
ラ
ブ
も

苦
慮
し
て
お
り
ま
す
。
「
市

の
宝
」
で
あ
る
甘
利
山
を
有

す
る
韮
崎
市
が
前
面
に
出
て

早
急
に
対
応
す
べ
き
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
甘
利
山
を
取

り
巻
く
自
然
界
の
現
状
は
何

が
原
因
な
の
か
、
専
門
機
関

に
よ
る
調
査
が
必
要
で
あ
り

当
局
に
依
頼
し
て
あ
り
ま
す

が
現
段
階
で
の
調
査
状
況
は

ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

市
長　

専
門
機
関
に
よ

る
調
査
に
つ
い
て
は
県
森
林

総
合
研
究
所
、
中
北
林
務
環

境
事
務
所
と
現
地
調
査
を
行

い
甘
利
山
自
然
保
全
・
利
用

に
係
る
意
見
交
換
会
を
行
っ

た
。
今
後
は
、
同
研
究
所
に

お
い
て
本
格
的
調
査
計
画
を

策
定
す
る
。
そ
の
調
査
結
果

に
基
づ
き
、
甘
利
山
の
自
然

環
境
に
適
し
た
方
策
を
実
施

し
ま
す
。
当
面
は
甘
利
山
ク

ラ
ブ
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

清水　　一 議員
［韮政クラブ］

「
サ
ッ
カ
ー
の
ま
ち

韮
崎
」
と
ヴ
ァ
ン

フ
ォ
ー
レ
甲
府
支
援

に
つ
い
て

甘
利
山
の
自
然
保
護

と
鹿
害
対
策
に
つ
い

て



�

れ
る
と
の
事
だ
が
、
こ
の

６
９
１
カ
所
に
は
韮
崎
市
内

は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
対

策
と
児
童
へ
の
安
全
教
育
は
。

市
長　

韮
崎
市
に
は
34

カ
所
が
含
ま
れ
て
お
り
、
教

育
委
員
会
、
道
路
管
理
者
、

地
元
警
察
署
に
よ
る
合
同
点

検
を
実
施
し
、
対
策
必
要
箇

所
を
抽
出
す
る
と
と
も
に
対

応
策
を
検
討
し
、
計
画
的
に

対
策
を
実
施
し
ま
す
。

　

教
育
課
程
全
般
の
中
で
命

の
安
全
を
守
る
そ
う
い
っ
た

安
全
教
育
に
つ
い
て
は
力
を

入
れ
て
お
り
さ
ら
に
、
命
に

か
か
わ
る
こ
と
で
す
の
で
、

念
に
は
念
を
入
れ
て
、
必
要

が
あ
れ
ば
随
時
取
り
入
れ
な

が
ら
教
育
を
進
め
て
い
き
ま

す
。　

韮
崎
市
営
運
動
場
の

整
備
に
つ
い
て
総
合
整
備
計

画
を
早
期
に
進
め
て
い
く
べ

き
だ
と
提
案
し
た
が
そ
の
後

　

次
に
塩
川
圃
場
整
備
区
域

内
の
道
路
整
備
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。
塩
川
圃
場
整
備

区
域
内
の
農
道
の
一
部
は
い

ま
だ
に
未
舗
装
区
間
が
存
在

し
ま
す
。
ま
た
、
黒
沢
川
の

側
道
の
一
部
も
未
舗
装
区
間

が
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の

区
間
も
舗
装
整
備
を
行
う
べ

き
で
あ
り
ま
す
。
市
長
の
見

解
を
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

市
長　

始
め
に
、
人
・

農
地
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
。

　

プ
ラ
ン
の
策
定
状
況
に
つ

き
ま
し
て
は
、
認
定
農
業
者

等
に
、
意
向
調
査
を
行
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
そ
の

結
果
を
取
り
ま
と
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
に
つ
き
ま
し
て
は
、

明
年
２
月
を
目
途
に
プ
ラ
ン

を
策
定
す
る
予
定
で
あ
り
ま

す
。

　

地
産
・
地
消
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。

　

農
産
物
の
地
産
・
地
消

は
、
食
の
安
全
・
安
心
、
地

域
経
済
の
活
性
化
の
た
め
の

の
進
捗
状
況
は
。

市
長　

ワ
ー
キ
ン
グ
会

議
の
中
で
各
施
設
の
必
要
性

や
規
模
、
そ
れ
か
ら
新
築
ま

た
は
改
修
、
財
源
の
確
保
、

財
政
計
画
等
の
整
合
性
な
ど
、

多
岐
に
わ
た
る
議
論
を
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
課
題

も
多
く
、
早
急
に
結
論
を
出

す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
す

が
、
な
る
べ
く
早
い
時
点
で

素
案
作
成
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

　

韮
崎
市
営
火
葬
場
に

つ
い
て
こ
の
際
、
移
転
も
含

め
た
建
て
か
え
計
画
を
進
め

て
い
く
時
期
で
は
な
い
か
。

市
長　

移
転
、
建
て
か

え
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、

施
設
建
設
に
多
額
の
費
用
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
近
隣

の
火
葬
場
と
の
共
同
利
用
も

含
め
研
究
し
て
ま
い
り
ま
す
。

当
市
外
の
火
葬
場
に
お
き
ま

し
て
も
市
内
料
金
、
市
外
料

金
を
設
定
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
そ
の
辺
も
全
体
的
に
含

め
ま
し
て
使
用
料
の
助
成
に

つ
き
ま
し
て
も
考
え
る
必
要

が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
行
わ
れ
た
、
ヒ

ル
ク
ラ
イ
ム
チ
ャ
レ
ン
ジ
や

韮
崎
市
で
毎
年
行
わ
れ
る
武

田
の
里
に
ら
さ
き
・
ふ
る
さ

と
ま
つ
り
や
夏
の
武
田
の
里

ま
つ
り
等
々
、
市
内
で
開
催

さ
れ
る
た
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン

ト
も
、
商
店
や
事
業
所
へ
の

波
及
効
果
や
事
後
の
検
証
で

次
回
に
ど
う
生
か
す
べ
き
か

検
討
す
べ
き
と
思
う
が
。

市
長　

イ
ベ
ン
ト
事
業

を
開
催
す
る
に
当
っ
て
は
、

観
光
協
会
は
も
と
よ
り
商
工

会
を
初
め
関
係
す
る
多
く
の

団
体
と
共
同
し
て
地
域
振
興

や
観
光
振
興
等
に
向
け
実
施

し
て
い
く
考
え
で
す
。
イ
ベ

ン
ト
が
す
ぐ
に
ビ
ジ
ネ
ス
に

つ
な
が
る
こ
と
は
な
か
な
か

難
し
い
問
題
だ
が
、
個
々
の

商
店
等
に
も
積
極
的
に
か
か

わ
っ
て
い
た
だ
き
、
市
内
の

観
光
資
源
を
生
か
し
た
、
よ

り
魅
力
あ
る
イ
ベ
ン
ト
を
開

れ
あ
い
公
園
に
お
い
て
、
商

工
会
に
よ
る
「
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
マ

ル
シ
ェ
」
も
５
回
開
催
さ
れ

大
変
好
評
を
得
た
と
伺
っ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
明
年
度
も
更

な
る
出
店
数
の
増
加
に
向
け
、

開
催
の
周
知
や
場
所
の
提
供

等
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ａ
梨
北
、

商
工
会
と
連
携
し
な
が
ら
農

産
物
の
地
産
・
地
消
の
拡
大

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

塩
川
圃
場
整
備
区
域
内
の

道
路
整
備
に
つ
い
て
で
あ
り

ま
す
。

　

圃
場
整
備
区
域
内
の
農
道

管
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
塩

川
土
地
改
良
区
に
よ
り
維
持

管
理
を
行
っ
て
い
た
だ
く
の

が
原
則
で
あ
り
ま
す
が
、
未

舗
装
部
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、

原
材
料
支
給
に
て
対
応
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
黒
沢
川
沿
い
の
道

路
に
つ
き
ま
し
て
は
、
県
の

河
川
管
理
用
道
路
で
あ
り
ま

す
が
、
農
業
用
と
し
て
も
使

用
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
舗

装
に
つ
い
て
、
今
後
、
県
と

協
議
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

人
・
農
地
プ
ラ
ン
は
、

国
に
お
い
て
推
進
し
て
い
る

事
業
で
、
本
市
で
も
こ
の
プ

ラ
ン
を
策
定
中
で
あ
り
ま
す

が
策
定
状
況
は
ど
の
様
な
状

況
か
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

次
に
地
産
・
地
消
に
つ
い
て

で
あ
り
ま
す
。

　

市
内
で
取
れ
た
農
産
物
を

市
内
で
消
費
す
る
こ
と
は
安

全
安
心
の
食
材
の
提
供
と
し

て
す
で
に
学
校
給
食
等
で
採

用
さ
れ
好
評
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｊ
Ａ
梨
北
で
は
、

中
央
自
動
車
道
・
双
葉
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
西
の
空
き
地
で
、

マ
ル
シ
ェ
梨
北
を
開
催
し
て

お
り
ま
す
。

　

今
年
度
４
回
開
催
さ
れ
、

韮
崎
市
か
ら
も
延
べ
28
台
の

軽
ト
ラ
ッ
ク
が
出
店
し
て
お

り
ま
す
。

　

今
後
も
本
市
の
農
産
物
が

多
数
出
店
さ
れ
地
産
・
地
消

が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
望
み

ま
す
が
、
市
長
の
見
解
を
お

伺
い
い
た
し
ま
す
。

西野　賢一 議員
［韮政クラブ］

髙添　秀明 議員
［韮政クラブ］

農
業
振
興
に
つ
い
て

その他質問

◆平成25年度予算編
　成方針について
1市税の確保について
2各種補助金等の確保
　について
3財源の有効活用につ
　いて
◆穂坂町の工場用地に
　ついて
◆既存中小企業の育成
　について

重
要
な
施
策

で
あ
り
、
そ

の
一
環
と
し

て
、
本
年
度

Ｊ
Ａ
梨
北
に

よ
る
「
マ
ル

シ
ェ
梨
北
」

の
開
催
の
ほ

か
、
本
町
ふ

韮
崎
市
火
葬
場
に

つ
い
て

韮
崎
市
に
お
け
る
イ

ベ
ン
ト
事
業
の
検
証

に
つ
い
て

催
し
て
行
く
考
え
で
す
。

　

通
学
路
に
つ
い

て
、
山
梨
県
内
で
は

６
９
１
カ
所
で
何
ら
か

の
対
策
が
必
要
と
さ

韮
崎
市
内
通
学

路
に
つ
い
て

韮
崎
市
営
総
合
運
動

場
の
整
備
に
つ
い
て
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設
に
お
け
る
照
明
器
具
等
の

日
常
管
理
は
、
各
学
校
で
学

校
安
全
点
検
表
を
作
成
、
定

期
的
に
点
検
実
施
を
し
て
い

ま
す
。
建
築
基
準
法
に
よ
る

３
年
に
一
度
の
定
期
調
査
は

本
年
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

住
人
不
在
の
空
き
家

が
市
内
に
点
在
し
て
い
ま
す
。

倒
壊
の
恐
れ
や
、
治
安
の
悪

化
な
ど
心
配
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
す
。
当
市
で
は
倒
壊
の
恐

れ
の
あ
る
建
物
等
の
把
握
は

出
来
て
い
ま
す
か
。
ま
た
空

き
家
対
策
の
条
例
化
な
ど
、

考
え
て
い
ま
す
か
。

市
長　

平
成
20
年
度
の

調
査
に
よ
る
空
き
家
、
空
き

室
等
は
２
５
１
０
戸
あ
り
、

そ
の
内
１
割
程
度
が
倒
壊
の

恐
れ
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
ま

す
。
ま
た
新
た
な
市
条
例
策

定
に
つ
い
て
は
、
建
物
の
管

理
、
防
犯
安
全
対
策
を
踏
ま

え
る
中
で
研
究
し
て
い
き
た

秋山　　泉 議員
［共伸クラブ］

その他質問

◆観光資源について

　

師
走
早
々
に
中
央
自

動
車
道
笹
子
ト
ン
ネ
ル
で
、

天
井
板
崩
落
事
故
が
発
生
し

ま
し
た
。
常
日
頃
何
の
不
安

も
な
く
往
復
し
て
い
る
ト
ン

ネ
ル
、
当
市
で
は
大
丈
夫
で

し
ょ
う
か
。
ト
ン
ネ
ル
、
橋

梁
な
ど
の
保
守
点
検
、
管
理

や
、
学
校
、
病
院
等
の
天
井
、

照
明
器
具
な
ど
の
落
下
防
止

策
は
い
か
が
で
す
か
。

市
長　

ト
ン
ネ
ル
に
つ

い
て
は
、
年
２
回
、
更
に
は
、

今
月
７
日
緊
急
点
検
を
し
、

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
は
日
常
点

検
を
実
施
、
橋
梁
は
市
道
に

か
か
る
も
の
１
６
２
橋
を
点

検
実
施
し
て
い
ま
す
。
病
院

は
総
合
設
備
管
理
業
務
委
託

に
よ
り
年
３
回
の
点
検
を
実

施
し
、
不
特
定
多
数
の
利
用

す
る
特
殊
建
築
物
等
に
つ
い

て
は
、
建
築
基
準
法
の
規
定

に
よ
り
、
２
年
に
一
度
、
県

に
定
期
調
査
結
果
報
告
を
義

　

人
口
の
減
少
、
商
店

街
の
空
洞
化
、
主
要
企
業
の

移
転
、
縮
小
な
ど
、
今
の
韮

崎
市
は
余
り
元
気
が
あ
り
ま

せ
ん
。
全
国
の
地
方
都
市
で

は
観
光
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
交
流
人

口
を
増
や
し
、
地
域
経
済
を

潤
す
政
策
が
展
開
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

観
光
を
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
に
お
く
政
策
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
お
考
え
は
。

市
長　

人
々
に
感
動
を

与
え
る
観
光
振
興
は
我
が
市

に
取
っ
て
重
要
な
施
策
で
す
。

自
然
や
歴
史
と
ふ
れ
合
う
観

光
創
出
に
官
民
協
働
で
取
り

組
む
こ
と
が
大
切
と
認
識
し

て
い
ま
す
。

　

健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン

清水　正雄 議員
［共伸クラブ］

市
長　

時
代
の
変
化
や

利
用
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た

質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

で
き
、
経
費
削
減
に
つ
い
て

も
経
営
努
力
や
民
間
の
発
想

を
採
り
入
れ
た
効
率
的
な
運

営
を
評
価
し
て
い
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
の
選
定

基
準
及
び
方
法
は
。

市
長　

市
民
の
平
等
利

用
を
確
認
で
き
、
施
設
の
効

用
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
と

と
も
に
経
費
の
縮
減
を
図
れ

る
こ
と
を
基
準
と
定
め
て
お

り
ま
す
。

　

現
地
説
明
会
を
実
施
後
、

応
募
を
受
付
け
、
選
定
委
員

会
に
よ
る
書
類
審
査
や
面
接

で
の
評
価
に
よ
っ
て
候
補
者

を
決
定
し
ま
す
。

　

黒
沢
川
市
道
に
は
水

道
管
敷
設
が
長
い
間
、
認
め

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ

の
た
び
河
川
管
理
者
の
山
梨

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

子
供
の
塾
通
い
が
多

す
ぎ
ま
せ
ん
か
。
先
生
が
多

忙
で
手
が
回
り
ま
せ
ん
か
。

い
じ
め
問
題
が
後
を
絶
ち
ま

せ
ん
。
陰
湿
で
卑
劣
極
ま
り

な
い
行
為
で
す
。
い
じ
め
る

子
供
へ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

や
指
導
は
あ
り
ま
す
か
。

教
育
長　

運
動
等
の
習

い
事
は
増
加
傾
向
に
あ
る
よ

う
で
す
が
、
学
習
塾
は
ほ
ぼ

横
ば
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま

た
新
し
い
学
習
指
導
要
綱
の

今
年
度
よ
り
完
全
実
施
か
ら
、

英
語
等
教
材
準
備
を
は
じ
め
、

会
議
資
料
の
作
成
や
保
護
者

へ
の
対
応
等
教
師
の
業
務
は

多
忙
を
極
め
て
い
ま
す
。
教

職
員
が
多
く
の
児
童
、
生
徒

に
き
め
細
や
か
な
指
導
が
で

き
る
よ
う
教
職
員
の
増
員
を

図
り
事
務
量
の
軽
減
化
に
努

め
て
お
り
ま
す
。
次
に
心
の

問
題
を
抱
え
る
児
童
、
生
徒

に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

で
す
が
、
陰
湿
な
い
じ
め
な

ど
の
問
題
行
動
に
対
し
て
は

事
実
関
係
を
迅
速
か
つ
正
確

に
把
握
し
、
関
係
機
関
と
連

携
を
図
る
中
で
、
厳
し
く
適

切
に
対
応
す
る
よ
う
努
め
て

お
り
ま
す
。

イ
ン
フ
ラ
に
よ
る
構

造
物
の
老
朽
化
の
管

理
対
応
に
つ
い
て

老
朽
家
屋
の
適
正
管

理
に
つ
い
て

教
育
と
い
じ
め
問
題

に
つ
い
て

務
づ
け
ら

れ
て
お
り
、

有
資
格
者

の
建
築
士

に
よ
る
調

査
を
実
施

し
て
お
り

ま
す
。
小

中
学
校
施

観
光
振
興
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
に

つ
い
て

指
定
管
理
者
導
入
評

価
に
つ
い
て

県
が
耐
震
化
仕
様
を
条
件
に

占
用
許
可
が
下
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
す
。

　

来
年
度
の
計
画
は
ど
の
地

区
か
。市

長　

今
年
度
程
度
の

事
業
量
を
行
い
、
富
士
見
二

丁
目
左
岸
部
を
計
画
し
て
い

ま
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
が

チ
ー
ム
強
化
の
た
め
に
行
う

交
流
試
合
等
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

等
施
設
使
用
料
の
支
援
の
内

容
は
。教

育
長　

休
日
の
市
営

総
合
運
動
場
等
は
減
免
の
対

象
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
各

団
体
に
は
少
年
団
本
部
を
通

じ
て
補
助
金
を
交
付
し
て
い

ま
す
。

　

近
隣
の
甲
斐
・
北
杜

の
両
市
は
使
用
料
免
除
が
多

い
が
。教

育
課
長　

他
市
は
免

除
の
取
り
扱
い
が
多
い
よ
う

で
す
。
公
式
戦
や
交
流
試
合

を
免
除
と
す
る
こ
と
を
検
討

し
ま
す
。

黒
沢
川
市
道
の
水
道

管
敷
設
に
つ
い
て

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
へ

施
設
利
用
支
援
に
つ

い
て

タ
ー
「
ゆ
ー
ぷ
る
」

は
指
定
管
理
者
を
導

入
し
て
以
来
６
年
経

過
し
ま
し
た
。

　

導
入
前
と
比
べ

サ
ー
ビ
ス
や
経
費
削

減
の
効
果
に
つ
い
て

評
価
は
。
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リ
ー
、
塩
分
等
の
表
示
や
利

用
者
の
実
態
に
配
慮
し
た
事

業
へ
の
見
直
し
を
検
討
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

栄
養
士
の
指
導
も
必

要
で
は
な
い
か
。

福
祉
課
長　

現
在
、
県

内
で
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す

配
食
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
ま
し

て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
と
こ
ろ

が
減
塩
等
、
高
齢
者
に
配
慮

し
た
メ
ニ
ュ
ー
と
い
う
こ
と

で
栄
養
士
ま
た
は
管
理
栄
養

士
の
指
導
の
も
と
、
実
施
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
現
状
で

あ
り
ま
す
。

　

配
達
の
際
の
安
否
確

認
の
体
制
は
。

福
祉
課
長　

業
者
さ
ん

が
直
接
本
人
に
手
渡
す
と
い

う
方
法
を
と
っ
て
お
り
、
直

接
手
渡
せ
な
い
場
合
に
は
、

本
市
福
祉
課
へ
の
連
絡
を
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　

子
宮
頸
が
ん
は
、
20

代
か
ら
30
代
に
増
え
て
お
り
、

そ
の
ほ
ぼ
１
０
０
％
が
Ｈ
Ｐ

Ｖ
の
感
染
が
原
因
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

す
。
従
来
の
検
診
は
細
胞
診

が
一
般
的
で
有
り
、
が
ん
発

見
に
は
有
効
で
す
が
、
Ｈ
Ｐ

Ｖ　

Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査
は
細
胞
診

よ
り
も
高
い
精
度
で
前
が
ん

病
変
を
発
見
で
き
る
た
め
、

両
者
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
非
常
に
精
度
の
高
い
検
診

が
可
能
に
な
る
と
い
い
ま
す
。

前
が
ん
病
変
を
発
見
す
る
検

診
は
絶
対
的
に
必
要
で
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
産
婦

人
科
医
会
が
ん
対
策
委
員
会

の
報
告
で
は
、
細
胞
診
と
Ｈ

Ｐ
Ｖ　

Ｄ
Ｎ
Ａ
検
査
が
と
も

に
陰
性
の
場
合
に
は
、
３
年

後
の
受
診
で
よ
い
と
さ
れ
、

検
診
費
用
の
削
減
に
も
な
り

ま
す
。
既
に
20
代
か
ら
導
入

し
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま

す
が
本
市
と
し
て
の
取
り
組

み
は
。市

長　

国
の
が
ん
検
診

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会

に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
内

に
研
究
班
等
を
早
急
に
立
ち

上
げ
る
こ
と
を
要
請
し
た
と

の
こ
と
で
す
の
で
、
動
向
を

注
視
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
市
の
配
食
サ
ー
ビ

ス
は
、
１
食
２
０
０
円
の
安

価
な
弁
当
で
あ
り
、
高
齢
者

に
と
っ
て
大
変
助
か
っ
て
い

る
と
の
声
を
聞
い
て
い
ま
す
。

利
用
者
の
体
調
や
健
康
状
態
、

希
望
も
多
様
化
し
て
く
る
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
個
別
の

ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
食
を
提
供

し
て
い
く
こ
と
で
、
高
齢
者

が
地
域
で
の
生
活
を
維
持
し
、

自
立
に
つ
な
が
っ
て
い
く
で

あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
さ
ら

に
利
用
者
の
拡
大
を
図
っ
て

い
く
べ
き
で
す
が
、
今
後
の

方
向
性
は
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
し
ょ
う
か
。

その他質問

◆総合健診について
◆韮崎市立保育園の統
　合について
◆中学生の安心・安全
　な通学について
◆老朽化した危険空家
　対策について

その他質問

◆介護、福祉について
1介護施設の整備・充
　実について
2在宅支援について

　

う
つ
病
は
、
誰
で
も

が
な
り
う
る
病
気
で
あ
り
、

ホ
ル
モ
ン
バ
ラ
ン
ス
が
変
化

す
る
時
期
に
そ
れ
が
原
因
で

「
う
つ
」
に
な
り
や
す
い
。

現
在
医
学
で
は
「
う
つ
病
は

治
る
病
気
」
と
さ
れ
て
お
り
、

治
療
が
早
け
れ
ば
治
る
の
も

早
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
一

般
検
診
や
特
定
健
診
な
ど
で
、

解
析
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
こ
こ
ろ

の
も
の
さ
し
（
体
温
計
）
）

な
ど
を
使
っ
た
「
こ
こ
ろ
の

健
康
診
断
」
の
実
施
が
必
要

と
考
え
る
が
。
市
の
お
考
え

は
。

市
長　

こ
れ
ら
の
対
策

に
つ
い
て
は
、
総
合
検
診
時

の
保
険
指
導
や
個
別
相
談
の

一
層
の
充
実
を
図
る
と
と
も

に
、
病
院
や
保
健
所
等
の
専

門
機
関
と
の
連
携
強
化
、
地

域
愛
育
会
組
織
に
よ
る
声
か

け
な
ど
の
活
動
等
を
継
続
し
、

対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

解
析
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
は

考
え
て
い
ま
せ
ん
。

　

先
の
議
会
に
お
い
て
、

高
度
成
長
期
に
建
設
さ
れ
た

橋
や
道
路
・
河
川
管
理
施
設

な
ど
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
総

点
検
を
行
い
、
老
齢
化
、
耐

震
化
に
対
す
る
予
防
保
全
型

の
修
繕
、
長
寿
命
化
計
画
の

策
定
、
実
施
を
提
案
し
ま
し

た
。
笹
子
ト
ン
ネ
ル
の
天
井

板
崩
落
事
故
の
発
生
以
降
、

市
民
の
命
を
守
る
た
め
、
実

態
を
早
期
に
把
握
し
、
具
体

的
な
維
持
、
管
理
、
修
繕
な

ど
の
長
寿
命
化
計
画
の
策
定
、

実
施
の
必
要
性
を
更
に
痛
感

し
て
い
ま
す
。
橋
の
総
点
検

や
長
寿
命
化
計
画
の
策
定
の

進
捗
状
況
を
伺
い
ま
す
。

市
長　

橋
梁
の
総
点
検

は
、
本
年
10
月
ま
で
に
市
道

に
か
か
る
１
６
２
橋
の
点
検

を
終
了
、
損
傷
度
診
断
の
結

果
、
緊
急
対
応
の
必
要
な
１

橋
の
応
急
対
策
を
済
ま
せ
ま

し
た
。
他
は
本
年
度
策
定
予

定
の
橋
梁
長
寿
命
化
計
画
及

び
、
実
施
計
画
に
よ
り
、
予

防
的
な
修
繕
、
維
持
管
理
を

行
い
ま
す
。

　

道
路
、
河
川
管
理
施

設
な
ど
の
他
の
イ
ン
フ
ラ
の

状
況
は
。

市
長　

道
路
つ
い
て
は
、

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
日
常
点

検
を
行
っ
て
お
り
、
損
傷
個

所
の
緊
急
性
の
高
い
箇
所
か

ら
速
や
か
に
対
応
す
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
河
川
、
水

路
等
も
同
様
で
す
。

　

今
後
、
社
会
イ
ン
フ

ラ
の
更
新
や
長
寿
命
化
な
ど

の
維
持
管
理
に
多
大
な
費
用

が
か
か
り
ま
す
が
、
他
市
で

実
施
し
て
い
る
住
民
参
加
型

公
募
債
や
市
民
フ
ァ
ン
ド
等

の
新
た
な
視
点
に
立
っ
た
財

源
の
確
保
が
必
要
で
は
。

市
長　

市
民
フ
ァ
ン
ド

は
、
市
が
主
体
で
実
施
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
民
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

の
観
点
か
ら
調
査
研
究
し
て

ま
い
り
ま
す
。

森本由美子 議員
［公明党］

小林　伸吉 議員
［公明党］

市
長　

現
在
の
高

齢
社
会
に
あ
っ
て
、
虚

弱
な
高
齢
者
、
寝
た
き

り
高
齢
者
等
の
在
宅
生

活
を
支
え
る
事
業
と
し

て
、
ま
す
ま
す
需
要
が

伸
び
る
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
今
後
は
、

食
材
や
品
目
数
や
カ
ロ

子
宮
頸
が
ん
検
診
の

Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
の
導
入

に
つ
い
て

配
食
サ
ー
ビ
ス
に

つ
い
て

う
つ
病
・
自
殺
対
策

に
つ
い
て

防
災
・
減
災
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
に
つ
い
て



�

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

非
正
規
職
員
の
任
用
期
間

は
１
年
ご
と
で
、
再
任
用
す

る
場
合
、
基
本
は
最
長
３
年

を
限
度
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

専
門
性
や
特
殊
性
な
ど
を

必
要
と
す
る
職
種
に
つ
い
て

は
、
本
人
の
希
望
を
踏
ま
え

再
任
用
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
後
は
、
長
期
雇
用
と
な
ら

な
い
よ
う
業
務
委
託
な
ど
を

視
野
に
検
討
し
て
ま
い
り
ま

す
。　

社
会
教
育
指
導
員
、

介
護
支
援
業
務
、
認
知
症
施

策
総
合
推
進
事
業
業
務
、
レ

セ
プ
ト
点
検
事
務
な
ど
の
担

当
は
、
正
規
職
員
と
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

課
長　

一
過
性
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
正
職
員
の
採

用
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
職
種
に
よ
っ
て
長
期
に

わ
た
っ
て
正
職
員
が
必
要
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

正
職
員
の
今
後
の
雇
用
等
も

含
め
た
中
で
検
討
し
て
ま
い

り
ま
す
。

 

地
方
自
治
体
職
員

の
う
ち
非
正
規
職
員
率
は
、

33
・
１
％
に
達
し
て
お
り
ま

す
。

　

韮
崎
市
で
は
、
職
員
総
数

６
０
９
名
の
う
ち
２
３
１
名

が
非
正
規
職
員
で
あ
り
ま
す
。

非
正
規
比
率
は
、
37
％
に
達

し
て
お
り
ま
す
。
勤
続
年
数

を
見
ま
す
と
、
１
７
７
人
、

76
・
６
％
は
、
複
数
年
の
勤

務
者
で
す
。
公
務
員
法
の
趣

旨
か
ら
す
れ
ば
、
補
助
業
務

や
一
時
的
・
臨
時
的
業
務
を

担
当
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
ま

す
が
、
多
く
は
、
正
規
職
員

と
変
わ
ら
な
い
業
務
を
し
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

ま
た
、
非
正
規
職
員
の
性

別
を
み
ま
す
と
、
女
性
２
０

７
人
で
、
女
性
が
89
・
６
％

の
多
き
に
達
し
て
お
り
ま
す
。

女
性
が
多
い
保
育
所
、
学
童

保
育
、
給
食
調
理
、
介
護
な

ど
が
、
家
事
の
延
長
と
し
て

見
ら
れ
、
労
働
の
評
価
が
不

当
に
低
い
こ
と
も
影
響
し
て

お
り
、
背
景
に
は
女
性
格
差

が
あ
り
ま
す
。
以
下
答
弁
を

求
め
ま
す
。

①
非
正
規
職
員
を
自
治
体
の

　

重
要
な
戦
力
と
し
て
正
し

　

く
位
置
づ
け
。

②
女
性
差
別
で
は
な
い
か
。

③
５
年
を
超
え
る
勤
務
者
の

　

賃
金
引
上
げ
。

市
長　

効
率
的
・
効
果

的
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
た
め
、
正
規
職
員
だ
け

で
な
く
、
嘱
託
職
員
や
臨
時

職
員
な
ど
の
多
様
な
雇
用
形

態
の
特
性
を
活
か
し
、
業
務

の
執
行
体
制
を
整
え
て
お
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
正
規
職

員
と
同
様
な
業
務
を
担
う
職

種
も
あ
り
ま
す
が
、
非
正
規

職
員
を
正
規
職
員
と
同
等
に

扱
う
な
ど
の
、
位
置
づ
け
を

見
直
す
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

非
正
規
職
員
に
女
性
が
多

い
の
は
、
保
育
士
、
看
護
師

と
い
っ
た
職
種
が
大
部
分
を

占
め
る
た
め
で
あ
り
、
決
し

て
女
性
差
別
を
し
て
い
る
も

その他質問

◆教職員の労働条件改善
1時間外労働増への所見
2教員増
◆韮崎駅周辺の架橋設置

（旭町通りの活性化）
◆二酸化炭素削減に配慮

した日常生活の推進
◆地域の道路整備
1主要地方道韮崎・南ア

ルプス・中央線清哲郵
便局側南カーブ改修

2同青木並びに中谷地内
への追い越し禁止車線
の設置

3市道清哲2号線と農免
道交差部の安全対策

藤嶋　英毅 議員
［経世クラブ］

校
で
校
舎
等
の
天
井
や
照
明

器
具
な
ど
、
耐
震
対
策
が
終

了
し
て
い
る
の
は
、
全
体
の

32
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

文
科
省
は
、
耐
震
対
策
の
促

進
に
つ
い
て
、
財
政
支
援
の

「
学
校
施
設
環
境
改
善
交
付

金
防
災
機
能
強
化
事
業
」
を

し
め
し
、
積
極
的
な
活
用
を

求
め
て
い
ま
す
。

　

国
の
交
付
金
事
業
を
活
用

し
来
年
度
予
算
に
計
上
し
て
、

非
構
造
部
材
の
耐
震
化
に
積

極
的
に
取
り
組
む
べ
き
で
す
。

市
長　

「
学
校
安
全
点

検
表
」
を
作
成
し
、
定
期
的

に
点
検
し
て
い
ま
す
。
テ
レ

ビ
や
ピ
ア
ノ
等
の
転
倒
防
止

策
は
し
て
い
ま
す
が
、
他
の

設
備
機
器
や
非
構
造
部
材
の

耐
震
化
は
、
今
後
の
課
題
で

あ
り
ま
す
。
国
の
制
度
を
活

用
し
な
が
ら
、
体
育
館
を
中

心
に
窓
ガ
ラ
ス
の
飛
散
防
止
、

照
明
器
具
等
の
落
下
防
止
な

ど
を
計
画
的
に
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

県
は
「
重
度
心
身
障

害
者
の
医
療
費
の
窓
口
無
料

化
方
式
を
自
動
還
付
方
式
に

変
更
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

窓
口
無
料
化
の
存
続
を
求

め
る
要
望
署
名
が
、
１
万
５

０
０
０
筆
以
上
県
に
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

還
付
方
式
へ
の
切
り
替
え

は
、
い
っ
た
ん
窓
口
で
自
己

負
担
分
を
支
払
う
こ
と
が
困

難
な
障
害
者
を
医
療
か
ら
遠

ざ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
継
続

が
必
要
な
大
事
な
制
度
で
す
。

　

ま
た
県
は
、
重
度
医
療
の

対
象
外
と
な
る
身
体
障
害
手

帳
４
～
６
級
の
人
の
更
生
医

療
自
己
負
担
分
を
、
県
が
減

額
措
置
を
し
て
い
る
自
立
支

援
医
療
費
給
付
費
を
廃
止
す

る
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
。
医
療
が
必
要
な
障
害
者

に
と
っ
て
重
要
な
助
成
制
度

で
す
。

　

さ
ら
に
、
68
・
69
歳
の

低
所
得
者
の
自
己
負
担
を
、

県
・
市
と
で
半
分
ず
つ
助
成

し
、
１
割
に
お
さ
え
て
い
る

県
単
独
老
人
医
療
費
助
成
制

度
も
廃
止
の
方
向
で
す
。
一

挙
に
３
倍
も
の
負
担
増
で
、

高
齢
者
の
医
療
受
診
の
機
会

を
奪
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の

は
明
ら
か
で
す
。

　

県
が
独
自
に
行
っ
て
き
た

助
成
制
度
の
後
退
・
廃
止
は
、

障
害
者
・
高
齢
者
の
生
活
を

脅
か
し
か
ね
ま
せ
ん
。

　

市
は
、
県
の
こ
う
し
た
態

度
に
い
つ
も
追
随
す
る
姿
勢

で
す
が
、
当
該
者
の
生
活
を

守
る
立
場
に
立
ち
、
県
へ
助

成
制
度
継
続
の
働
き
か
け
を

行
う
べ
き
で
す
。
ま
た
、
市

の
助
成
は
廃
止
せ
ず
継
続
す

べ
き
で
す
。

市
長　

県
の
制
度
が
変

更
・
廃
止
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

市
の
単
独
助
成
等
に
つ
い
て

も
困
難
と
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「議会改革推進特別委員会」活動報告 その３「議会改革推進特別委員会」活動報告 その３「議会改革推進特別委員会」活動報告 その３
韮崎市議会韮崎市議会韮崎市議会

第１章　総則

　二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明文化し、市民の誰もが議会に参画できる環境の整備
に努めるとともに、市民の福祉向上と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的としております。

第２章　議会及び議員の活動原則
　議会は市民主権を基礎とする市民の代表機関であること、また、議員は市民の代表としての自覚を常に持
ち、その活動事項の原則を明文化しております。

第３章　市民及び議会の関係
　議会活動に関する情報公開により議会の透明性を確保し、市民参加型の議会を構築する為に積極的に市民
との意見交換を行い、且つ、地域の課題を把握して市民の福祉向上と市政の発展を目指すものであります。

第４章　市長及び議会の関係
　議会は、市長に対し政策水準が高まるような議論が行われるよう政策等の決定（提案に至る）過程を明ら
かにし、政策等の項目に関する情報の提供を求めるものです。
　議会は、市長から提供された情報をもとに論点・争点を明確にし、政策等執行後の評価に役立つような審
議に努めることを定めております。

第５章　自由討議による合意形成
　委員会等において議員相互間の活発な議論の中で、多様な意見を出し合い議論を尽くすことで合意形成に
努め、一方、市民に対しては議決に至るまでのプロセスを示すことで説明責任を果たすことを規定し、また、
そのためにも議員自らが積極的に議案の提出に努力をすることを定めております。

第６章　政務活動費
　政務活動費を有効に活用し、政策提言等のための調査研究に積極的に努めるとともに、毎年収支報告書を
議長に提出・清算し、活動状況を報告することを定めております。

第７章　議会、議会事務局の体制整備
　議会が行政監視機能に加え市政の課題を解決するため、また、政策立案機能を積極的に担っていくために、
補助機関としての議会事務局の能力向上と体制の整備、充実化を図ることを定めております。

第８章　議員定数、議員報酬及び政治倫理
　議員報酬等は、議会改革の観点を考慮するとともに、その額が職務及び職責に見合うよう適時に見直しを
するため、韮崎市特別職報酬等審議会に意見を求めるものとしました。また、韮崎市議会議員政治倫理規定
により、議員としての倫理性を常に自覚し、議員活動にあたり市民に疑惑の念を生じさせることの無いよう
必要な措置を定めております。

第９章　最高規範性及び見直し手続き
　この条例は議会に関する基本的事項を定めるものであり、議会運営における最高規範であります。議会は、
議会に関する他の条例等を制定し、または改廃する場合においては、この条例に反してはならないとしてお
ります。

◆「韮崎市議会基本条例（案）」について、パブリックコメントを求めます
　議会改革推進特別委員会において研究・協議の中で、「韮崎市議会基本条例（案）」を策定いた
しました。議会活動の基礎とすべく、その内容と条例の全文をお伝えします。今回この条例（案）
について、パブリックコメントを求めておりますので、ご意見をお寄せください。
　【意見提出期間】平成25年3月14日（木）まで
　【公 表 場 所】市ホームページ・議会事務局　窓口・市役所情報公開コーナー
　【意 見 提 出 先】議会事務局宛：文書による提出
　　　　　　　　　※書式は任意ですが住所、氏名、連絡先を記入してください。 
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韮崎市条例第　　号
　　　韮崎市議会基本条例　（案）

　平成１２年４月に地方分権一括法が施行され、地方分権、地域主権改革が本格的に始まり、これま
で国に集中していた様々な権限が地方自治体に移譲されることになり、地方議会の役割は今まで以
上に重要性を増してきている。
　地方自治体は、自らの判断と責任の下に自主・自立性を持って、地域住民の実情にあった行政運
営を行っていかなければならない。市長と議会の議員は、ともに住民の選挙で選ばれる二元代表制
の仕組みの中で互いに緊張を保ちつつ、活発な質の高い議案審議の中でより的確な政策の決定を行
うことを使命とする。さらには、市民の多様な意見を反映した政策立案又は提言を積極的に行って
いく努力が必要であり、そのために議員は自己研鑚とともに資質の向上に努めるものである。
　市民に対して、市民福祉の向上と市政の発展に大きく寄与する議会の具体的なあり方を「議会基
本条例」としてここに制定するものである。

　　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明文化し、市民の誰もが
議会に参画できる環境の整備に努めるとともに、市民の福祉向上と公正で民主的な市政の発展に
寄与することを目的とする。

　　　第２章　議会及び議員の活動原則
　（議会の活動原則）　
第２条　議会は、市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを常に自覚し、次に掲げる事項
を原則として活動を行わなければならない。
⑴　公正性、透明性及び信頼性を重んじ、市民に開かれた議会を目指すこと。
⑵　市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための市民参加の機会の拡充に努める
こと。
⑶　市長及び執行機関（以下「市長等」という。）に対し適切な行政運営が行われているか監視
し、評価すること。
⑷　政策提案機能を積極的に活用できるようにすること。
⑸　議会での申し合わせ事項は、必要に応じて見直しを行うこと。
　（議員の活動原則）
第３条　議員は、市民の代表として、次に掲げる事項を原則として活動を行わなければならない。
⑴　議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分意識し、議員相互の討議を重
んじること。
⑵　市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断
の研さんにより、活動をすること。
⑶　議会の構成員として、個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活
動をすること。

韮崎市議会基本条例（案） 1
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⑷　法令に基づくもの以外は執行部附属機関への就任はしないものとする。ただし、議長が特に
必要と認める場合は、この限りでない。

　　　第３章　市民及び議会の関係
　（市民参加及び市民との連携）
第４条　議会は、議会の活動に関する情報の公開に努め、市民に対する説明責任を十分に果たさな
ければならない。
２　議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会（以下「委員会等」という。）を原則公開し、市
民が傍聴しやすい環境を整えるよう努めるものとする。
３　議会は、委員会等において参考人制度及び公聴会制度を十分活用し、市民の意見及び専門的識
見を議会の政策形成に反映させるよう努めるものとする。
４　議会は、請願を政策提言と位置づけ、委員会での審議において、提案者の意見を聴く機会を設
けるものとする。
５　議会は、市民、市民団体、ＮＰＯ等との意見交換の場を設け、市民が議会活動に参加する機会
を確保するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
６　議会は、市民に対する議会報告会を少なくとも年１回は開催し、議会活動を報告するとともに、
市民の多様な意見を把握するものとする。

　　　第４章　市長及び議会の関係
　（市長及び議会の関係）
第５条　議会の本会議及び委員会等における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点・争点
を明確にするため、一問一答方式で行う。
２　議長から本会議及び委員会等への出席を要請された市長等は、論点・争点を明確にするために、
議員の質問に対して、議長又は委員長の許可を得て問い質すことができる。
　（市長による政策等の形成過程の説明）
第６条　議会は、市長が議会に計画、政策、施策、事業等（以下「政策等」という。）を提案する
ときは、政策等の水準を高めるため、政策等の決定過程を説明するよう市長に求めるものとする。
２　議会は、市長が予算及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、分かりやすい
施策別又は事業別の政策説明書を作成するよう市長に求めるものとする。
３　議会は、第１項の政策等を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、
立案及び執行における論点・争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審
議に努めるものとする。
　（監視及び評価）
第７条　議会は、市長等の事務の執行について監視及び調査を行うものとする。
２　議会は、予算の承認、決算の認定、監査の請求及び調査の実態を通じて、市民に市長等の事務
の執行についての評価を明らかにするよう努めるものとする。
３　議会は、総合計画、重要な施策等について、その経過を常に検証し、評価するものとする。
　（地方自治法第９６条第２項の議決事項）
第８条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第２項の規定に基づき、

韮崎市議会基本条例（案）2
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法に定めるものを除き、必要な事項を議決事項として追加することができる。

　　　第５章　自由討議による合意形成
　（活発な自由討議による合意形成）
第９条　議会は、議員による討論の場であることを十分認識し、議員相互間の議論を活発に行うも
のとする。
２　議会は、委員会等において議員相互間の自由討議により議論を尽くし合意形成に努めるととも
に、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
３　議員は、前２項による議員相互間の自由討議を充実させるために、政策、条例、意見書等の議
案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

　　　第６章　政務活動費
　（政務活動費の活用及び公開）
第１０条　韮崎市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年３月韮崎市条例第５号）に基づき、
会派に交付される政務活動費を活用し、政策提言、質の高い審議等のための調査研究その他の活
動を積極的に行うものとする。
２　政務活動費を受けた会派は、公正性及び透明性の観点から常に市民に対し、使途を明らかにす
るとともに、活動状況を報告しなければならない。

　　　第７章　議会及び議会事務局の体制整備
　（委員会等の適切な運営）
第１１条　委員会等は、社会、経済情勢等により、新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応する
ため、適切な運営により機動力を高めなければならない。
　（議会事務局の体制整備）
第１２条　議会は、議会の政策形成と立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び法務機能を積極
的に強化するものとする。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮
するものとする。
２　議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書の充実に努めるものとする。また、これを議
員のみならず、市民及び市職員の利用に供するものとする。
　（議員研修の充実強化）
第１３条　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るも
のとする。
２　議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民各層等との研修会を開催す
るものとする。
３　議員は、研修を行ったときは、研修報告を議長に提出するものとする。
　（議会広報の充実）
第１４条　議会は、市政に関わる重要な情報を、議会独自の視点から、常に市民に対して周知するよ
う努めるものとする。
２　議会は、市民が議会における決定の過程及び結果に関する情報を入手することができるよう、

韮崎市議会基本条例（案） 3
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議会だよりの発行、インターネットの利用その他の方法により広報の充実に努めなければならな
い。

　　　第８章　議員定数、議員報酬及び政治倫理
　（議員定数）
第１５条　議員定数は、韮崎市議会の議員の定数を定める条例（平成１４年９月韮崎市条例第２９号）で
定めるものとする。
２　議員定数の改正に当たっては、市民の多様なニーズや意見を的確に反映させる市民代表として
の機能や行政への監視機能を確保しつつ、議会改革の観点や市民の意見などを総合的に判断して、
適正な定数を決定するものとする。
　（議員報酬）
第１６条　議員報酬は、韮崎市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３８年４月韮崎
市条例第７号）で定めるものとする。
２　議員報酬の改定に当たっては、韮崎市の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状況、
他市の動向、市の財政状況等を総合的に考慮するとともに、韮崎市特別職報酬等審議会等の意見
を参考にするものとする。
　（議員の政治倫理）
第１７条　議員は、韮崎市議会議員政治倫理規程（平成１９年６月韮崎市議会訓令甲第２号）を厳守す
るものとする。
２　議員は、市民全体の代表者としての使命を自覚し、市民の厳粛な信託に応え、市民全体の奉仕
者として人格と倫理の向上に努め、公正で開かれた市政の発展に寄与するものとする。

　　　第９章　最高規範性及び見直し手続
　（最高規範性）
第１８条　この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、議会に関する他の条例等を制
定し、又は改廃する場合においては、この条例に反してはならない。
　（見直し手続）
第１９条　議会は、別に期間を定め、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会に
おいて検証するものとする。
２　議会は、前項の検証の結果、必要と認める場合は、この条例の改正を含め、適切な措置を速や
かに講ずるものとする。

　　　附　則
　この条例は、平成　　年　　月　　日から施行する。

韮崎市議会基本条例（案）4
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2月28日㈭　開会
　諸報告
　市長所信表明
　財務常任委員会

3月11日㈪　一般質問
12日㈫　一般質問
14日㈭　議案審議

　各常任委員会
15日㈮　財務常任委員会
19日㈫　議案審議

　委員長報告
　閉会

■ 議会運営委員会視察研修
　議会運営委員会では平成25年２月５日（火）から６日（水）の
２日間、視察研修をおこないました。

《研修先》
　◆東京都武蔵野市議会「代表質問及び議会運営について」
　◆千葉県我孫子市議会「代表質問及び議会運営について」
　◆埼玉県北本市　北里研究所　大村記念館　視察

　◎森本由美子　○西野　賢一　　清水　　一　　一木　長博
　　藤嶋　英毅　　清水　康雄　●野口　紘明

■ 韮崎市議会議員研修会
　題目　「リニアで描く山梨の未来」
　講師　山梨県リニア交通局 リニア推進課長 佐藤佳臣 氏
　韮崎市議会では議員の研修として平成25年１月23日（水）
午後１時30分からリニア研修をおこないました。山梨県リニ
ア交通局から講師を招き、リニアの開通に伴う今後の山梨の
行方を勉強いたしました。
　リニアの開通により、東京はもとより関西方面への移動に
関し、東京へは25分、名古屋まで40分と格段に早くなるものであります。
　韮崎の今後、山梨の今後を踏まえ、リニア中央新幹線による観光客誘致や商業・ビジネスの
拡大等を視野に、県内の交通網の整備にも積極的に取り組む必要性を感じた研修でありました。

※◎：委員長　○：副委員長
　●：議長

武蔵野市議会にて




